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平成 24年 12月 26日

, 

北海道教育委員会委員長鷹野正義

異議申立てに対する決定について（送付）

平成24年 6月20日付けであなたから申立てのあった公文書一部開示決定処分に対する異

議申立てについて、決定を行ったので、行政不服審査法（昭和37年法律第16 0号）第48条

において準用する第42条第 2項の規定により、別添のとおり決定書の謄本を送付します。

（総務政策局総務課法制グループ）



決 定

教総第 17 2 1 号

書

札幌市中央区北 1条西2丁目札幌市役所17階
異議申立入金子快之

平成24年 6月20日付けで行われた異議申立てについて、行政不服審査法（昭和37年法律第
1 6 0号）第47条第2項及び同条第 3項の規定により、次のとおり決定する。

主文
平成24年5月 2日付け教生第191号で行った公文書一部開示決定により非開示とした部分の

うち、「表の 1の（2）から（5）まで及び2の（1）に該当する－部分」を開示するー決定に変更する。

事実
1 異議申立人（以下「申立人J という。）は、平成24年4月18日、北海道情報公閉条例（平
成10年北海道条例第28号。以下「条例Jという。）第 9条の規定に基づき、北海道教育委員
会（以下、「教育委員会」という。）に対し、「一般財団法人札幌市PT A共済会（以下「共
済会Jという。）の設立許可にかかる書類一切Jの開示請求（以下「本件開示請求Jという。）
を行った。

2 教育委員会は、本件開示請求に対して、「PT A ・青少年教育団体共済法第3条に基づく
共済事業の認可について（平成24年 1月30日決定） J及び「PT Aι 青少年教育団体共済法
第6条に基づく共済規程の変更の承認について（平成24年 3月13日決定）Jを対象公文書（以
下「本件公文書」という。）として特定し、本件公文書の一部が条例第10条第 1項第 1号に
規定する非開示情報（以下「 1号情報」という。）及び同項第2号に規定する非開示情報（以
下「 2号情報Jという。）に該当するとして非開示とし、一部開示決定処分（以下「本件処
分Jという。）を行い、その旨を申立人に対し、公文書一部開示決定通知書（平成24年 5月
2日付け教生第191号）によって通知した。

3 申立人は、平成24年 6月20日、教育委員会に対し、本件処分を不服とし、行政不服審査法
第6条の規定に基づき、異議申立てを行つIた。

申立ての要旨
申立人は、本件処分を取り消し、次表の「対象公文書J欄の各公文書に係る「非開示とした

部分J欄に掲げる各部分を開示するよう求めて、 1から 5までのとおり主張する。
表 本件処分により非開示としたもののうち異議申立ては係る部分

対象公支書 非開示とした部分 、
1 PT  A ・青少年教 (1）平成23年度札幌市 役員・監事の氏名、所属区PT A連合会
育団体共清法第 3条 PT  A協議会役員・ 名及び所属校名
に基づく共済事業の 監事名簿
認可について (2）一般社団法人札幌 第37条及び第39条

市PT A共済会定款
(3）初年度事業計画書 〔社団法人概要〕のうち③職員数

（平成23年度） 〔資金計画〕、のうち①収入及び②支出に
関する部分

(4）札幌市PT A協議 全て
会安全補償制度加入
金額及び支払金額一
覧

(5）算出方法書及び別 全て
表 1

2 PT  A ・青少年教 (1）算出方法書 全て
育団体共済法第 6条
に基づく共済規程の
変更の承認について



1 ホームページ他で公にされている情報であり、通常他人に知られたくない個人の情報とは
認められない。

2 一般社団法人札幌市PT A共済会定款のうち第37条及び第四条は共済事業に係る準備金を
定める規定と思われるが、利用者が共済事業の信頼性、安定性を確認するためには責任準備
金は不可欠な情報であり、これを公にすることが公益上必要である。

3 初年度事業計画書（平成23年度）の社団法人概要中、職員数は、法人の事業規模を示す重
要な指標である。資金計画中、収入及び支出に関する部分は、保険料設定が適正であるか、
また事業遂行における営利性の有無を確認するために不可欠な数値である。これらを開示か
ら除くことにより、利用請求の趣旨が失われる。実際に、財団法人神奈川県立高等学校安全
振興会定款では 1億円、一般財団法人大阪府こども会育成連合会では 5千万円どインターネ 吋

ットで公表している例がある。
4 一般社団法人札幌市PT A共済会は独占的に札幌市内でPT A共済業務を営んでいる法人
であり、競合する事業者は札幌市内には存在せず、当該法人の競争上または事業運営上の地
位が不当に損なわれる、とは認められない。

5 一般社団法人札幌市PT A共済会は独占的に札幌市内でPT A共済業務を営んでいる法人
であり、競合する事業者は札幌市内には存在せず、当該法人の競争上または事業運営上の地
位が不当に損なわれる、とは認めらない。全面非開示のため内容が不明であるが、算出方法
書は学校において独占的に営まれる共済事業の保険料の妥当性を判断することが必要な数値判明書偽刊
であることから公表されるべき。 十

決定の理由 ~. -・ l 

1 1号情報の該当性について 、J

本件処分において 1号情報に該当するとして非開示としたもののうち、異議申立ての対象； •• 
となったものは表の 1の（1）の情報である。 .¥ ＇一二

条例第10条第 1項第 1号は、個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、
職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情
報を除く。）であって、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくない
と認‘められるものは、非開示情報に該当する旨を定めている。
本件処分において非開示とされた個人の氏名等は、直接又は他の情報と組み合わせること

により、特定の個人が識別され得る情報であると認められる。
また、個人の氏名等が開示されると特定団体の役員又は監事であること、所属している区

のPT A連合会や学校が明らかとなり、一般に、このような情報は、通常他人に知られたく
ないと認められる。

なお、申立人は、札幌市PT A協議会（以下「協議会という。」）は、傘下14万人余の P
T A会員から組織され、社会教育団体として札幌市から補助金を受ける公的団体であり、本
団体の性格を考えれば、役員はその役への就任に当たり、会員だけでなく多数に周知される
ことは当然想定されているはずであり、その氏名が「第三者に公にされるべきものではない」
ものとは考えられないこと、また、これらの情報は同団体のホームページ上で既に公開され
ており、本開示請求で役員名が開示されることにより協議会が受ける不利益はない旨主張す
る。

しかしながら、法人が、インターネット上のホームページ等で情報をどの範囲まで公表す
るのか、情報をいつの時点で更新するのかなどは、法人の独自の判断に基づいて行われてい
るものであることから、実施機関が保有している情報と必ずしも一致するものではなく、ま

ーた、北海道の情報公開制度とは趣旨・目的を異にするものである。
本件について見ると、申立人が主張するように協議会は教育関係団体として公共性のある

団体であるとしても、その役員及び監事の名簿がホームページ上で公開されているのは、平
成24年度のものであり、異議申立ての対象の平成23年度の名簿とは同ーのものではないこと、
また、役員及び監事が過去の年度の名簿の公開についてまで同意しているものとは認められ
ないことから、申立人の主張は理由がないものと判断する。

したがって、表の 1の（1）の情報は、 1号情報に該当するものと判断する。
2 2号情報の該当性について

本件処分において 2号情報に該当するとして非開示としたもののうち、異議申立ての対象 l

となったものは表の 1の（2）から（5）まで及び2の(1）の情報（以下「当該非開示情報Jとい
う。）である。 ー
条例第10条第 1項第 2号は、法人その他の団体（園、独立行政法人等（独立行政法人等の

保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）第 2条第 1項に規定する独立法



... 

人等をいう。以下同じ。）、地方公共団体及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法｛平
成15年法律第118号）第 2条第 1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）を除
く。）に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することに
より、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若し〈は事業運営上の地位又は社会的な
地位が不当に損なわれると認められるものは、非開示情報に該当する旨定めている。

2号情報の「不当に損なわれると認められるもの」に該当するかどうかは、当該法人に係
る当該事業の性格、規模、事業活動における当該情報の位置付けなどを客観的に判断して行
うものとされている。
PT  A ・青少年教育団体共済法（平成22年法律第42号。以下「共済法Jという。）第1条

では「PT A及び青少年教育団体の相互扶助の精神に基づき、その主催する活動における災
害等についてこれらの団体による共普制度を確立し、もって青少年の健全な育成と福祉の増
進に資することを目的とする。」と規定されており、共済事業を行おうとするものは、共済
法により行政庁の認可が必要とされていることから、当該共済事業には公共性、公益性が認
められる。

このようなことから、共済会は、共済事業の公共性、，公益性に鑑み、事業運営の透明性を
確保するために共済事業に係る情報を広く公にすべきものと考えられるところである。

また、現在、競争関係にある同種の事業を行う法人はなく、、将来的に同種の事業を行う法！
人が現れる可能性は否定できないが、その蓋然性は極めて低いことが推察される。

これらのことを総合的に勘案すると、特別法である共済法に基づく共済事業に係る当該非
開示情報をいずれも開示することにより、当該法人の競争上の地位又は事業運営上の地位が‘
不当に損なわれるとまでは認められない。

したがって、当該非開示情報は、 2号情報に該当しないものと判断する。

以上のとおり、本件処分で非開示とした情報のうち、表の「非開示とした部分」欄に掲げる
J各部分のうち、 1の（1）を非開示としたことは妥当であるが、その余の部分は開示すべきであ
る。

よって、主文のとおり決定する。 一、可。…z _,. ；－~， .... c:14'" '・ 
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平成24年12月26日

北海道教育委員会

教示
この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6月

以内に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道教育委員会となります。）を被
告として、札幌地方裁判所に本件処分若しくはこの決定文はその両方の取消しの訴えを提起す
ることができます。ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6月以内で
あっても、決定の日の翌日から起算して 1年を経過すると本件処分又はこの決定若しくはその
両方の取消しの訴えを提起することができなくなります。
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本書は原本に基づいて作成した決定書の謄本です。

平成24年12月26日
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北海道教育委員宇i；ヲ：：三；：；：：＇.~ 
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別記審査会第 8号様式

審査会答申書（ 写 し ） の 送 付 通 知 書

金子快之様

平成24年 12月21日

山rj品種目許R
北海道情報公開・個人情報保護審査『当常・11回目

~芸術詰芸i詞
園町百長雲

平成24年 12月 日付けで、次の処分に係る答申を諮問実施機関に対し行いましたので、

当該答申書の写しを送付します。

記

不服申立てに係る処分

平成24年 5月2日付け教生第191号で行った公文書一部開示決定通知

北海道情報公開・個人情報保護審査会事務局

北海道総務部人事局法制文書課行政情報センター

担当高関、岩隈

電話01ト23ト4111 内線22-290、22-289



1 審査会の結論
「PT A ・青少年教育団体共済法第 3条に基づく共済事業の認可について」及び

「PT A ・青少年教育団体共済法第 6条に基づく共済規程の変更の承認について」の
書類に係る異議申立てのあった別紙 1の表の「非開示とした部分」欄に掲げる各部分
のうち、 1の (1）を非開示としたことは妥当であるが、その余の部分は開示すべきで
ある。

2 異議申立ての経過並びに異議申立人の主張及び実施機関の説明の要旨
別紙 2のとおり

3 審査会の判断
( l) 本件諮問事案に係る開示請求の対象公文書について

ア 本件諮問事案に係る開示請求（以下「本件開示請求」という。）の内容は、 「一
般社団法人札幌市PT A共済会（以下「共済会Jという。）の設立認可にかかる書
類一切」である。

イ 北海道教育委員会（以下「実施機関J という。）は、本件開示請求に対して、
「PT A ・青少年教育団体共済法第 3条に基づく共済事業の認可について（平成
2 4年 1月30日決定） J及び「PT A ・青少年教育団体共済法第 6条に基づく共
済規程の変更の承認について（平成 24年 3月 13日決定）」を対象公文書（以下
「本件公文書」という。）と特定した。

(2) 本件諮問事案における審議について
実施機関は、本件公文書の一部が北海道情報公開条例（平成 10年北海道条例第

2 8号。以下「条例」という。）第 10条第 1項第 1号に規定する非開示情報（以下
「1号情報」という。）及び同項第 2号に規定する非開示情報（以下「 2号情報」と

いう。）に該当するとして一部開示決定処分（以下「本件処分Jという。）を行った。
異議申立人は、本件処分のうち別紙 1の「対象公文書J欄の各公文書に係る「非開

示とした部分」欄に掲げる各部分を開示するよう求めていることから、当該部分を非
開示とした処分の妥当性について判断することとする。

(3) 1号情報の該当性について
ア 条例第 10条第 1項第 1号は、個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族

構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報（事業を営む個人
の当該事業に関する情報を除く。）であって、特定の個人が識別され得るもののう
ち、通常他人に知られたくないと認められるものは、非開示情報に該当する旨を定
めている。

イ 実施機関は、本件処分において 1号情報に該当するものとして平成 23年度札幌
市PT A協議会役員・監事名簿の役員及び監事の氏名、所属区 PT A連合会名並び
に所属校名（以下「個人の氏名等J という。）を非開示とした理由を概ね次のとお
り主張する。
個人の氏名等は、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたく

ない情報であり、条例第 10条第 1項第 1号に該当すること、また、 「一般社団法
人及び一般財団法人に関する法律（平成 18年法律第 48号）」第 32条第 1項、

第 2項及び第 3項において、社員名簿は社員の請求があって初めて閲覧や謄写がで
きるとされていることを考慮し、個人の氏名等については、当然に公にされるべき
ものではない。

また、個人の氏名等は、札幌市立小中学校等の児童生徒の保護者等が、札幌市P

T A協議会（以下「協議会」という。）に請求をした場合に公表されるべき事項で
あり、実施機関の側から第三者に公にされるべきものではない。

ウ 当審査会としては、本件処分において非開示とされた個人の氏名等は、直接又は
他の情報と組み合わせることにより、特定の個人が識別され得る情報であると認め
られると判断する。

個人の氏名等が開示されると特定団体の役員文は監事であること、所属している
区の PT A連合会や学校が明らかとなり、一般に、このような情報は、通常他人に
知られたくないと認められる。

なお、異議申立人は、協議会は、傘下 14万人余の PT A会員から組織され、社
会教育団体として札幌市から補助金を受ける公的団体であり、本団体の性格を考え



れば、役員はその役への就任に当たり、会員だけでなく多数に周知されることは当
然想定されているはずであり、その氏名が「第三者に公にされるべきものではな
いJものとは考えられないこと、また、これらの情報は同団体のホームページ上で
既に公開されており、本開示請求で役員名が開示されることにより協議会が受ける
不利益はない旨主張する。

しかしながら、法人が、インターネット上のホームページ等で情報をどの範囲ま
で公表するのか、情報を何時の時点で更新するのかなどは、法人の独自の判断に基
づいて行われているものであることから、実施機関が保有している情報と必ずしも
一致するものではなく、また、北海道の情報公開制度とは趣旨・目的を異にするも
のである。

本件について見ると、異議申立人が主張するように協議会は教育関係団体として
公共性のある団体であるとしても、その役員及び監事の名簿がホームページ上で公
開されているのは、平成 24年度のものであり、異議申立ての対象の平成 23年度
の名簿とは同ーのものではないこと、また、役員及び監事が過去の年度の名簿の公
開についてまで同意しているものとは認められないことから、異議申立人の主張は
理由がないものと判断する。

したがって、個人の氏名等は、 1号情報に該当するものと判断する。
(4) 2号情報の該当性について

ア 条例第 10条第 1項第 2号は、法人その他の団体（園、独立行政法人等（独立行
政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13年法律第 14 0号）第 2条
第 1項に規定するま虫立法人等をいう。以下同じ。）、地方公共団体及び地方独立行
政法人（地方独立行政法人法（平成 15年法律第 11 8号）第 2条第 1項に規定す
る地方独立行政法人をいう。以下同じ。）を除く。）に関する情報及び事業を営む
個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等及び当該
事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損な
われると認められるものは、非開示情報に該当する旨定めている。

イ 実施機関が本件処分において 2号情報に該当するとして非開示としたもののう
ち、異議申立ての対象となったものは別紙 1の表の 1の（2）から（5）まで及び 2の
(l) の情報（以下「当該非開示情報」という。）である。
実施機関は、当該非開示情報について、いずれも法人の内部管理上の事項に属す

る情報であり、開示することにより事業運営上の地位が不当に損なわれるとして、
2号情報に該当する旨主張する。

また、これらの情報は、札幌市立小中学校等の児童生徒の保護者等が、協議会や
共済会に請求をした場合に公表されるべき事項であり、実施機関の側から第三者に
公にされるべきものではない旨主張する。

ウ 2号情報の「不当に損なわれると認められるもの」に該当するかどうかは、当該
法人に係る当該事業の性格、規模、事業活動における当該情報の位置付けなどを客
観的に判断して行うものとされている。

当審査会としては、次のとおり判断する。
当該非開示情報は、法人が事業活動を行う上での内部管理上の情報又は法人の事

業運営上のノウハウに関する情報であると認められる。
PT A ・青少年教育団体共済法（平成 22年法律第 42号。以下「共済法」とい

う。）第 1条では「 PT A及び青少年教育団体の相互扶助の精神に基づき、その主
催する活動における災害等についてこれらの団体による共済制度を確立し、もって
青少年の健全な育成と福祉の増進に資することを目的とする。 Jと規定されており、
共済事業を行おうとするものは、共済法により行政庁の認可が必要とされているこ
とから、当該共済事業には公共性、公益性が認められる。

このようなことから、共済会は、共済事業の公共性、公益性に鑑み、事業運営の
透明性を確保するために共済事業に係る情報を広く公にすべきものと考えられると
ころであり、また、現在、競争関係にある同種の事業を行う法人はなく、将来的に
同種の事業を行う法人が現れる可能性は否定できないがその蓋然性は極めて低いこ
とが推察される。

これらのことを総合的に勘案すると、特別法である共済法に基づく共済事業に係
る当該非開示情報をいずれも開示することにより、当該法人の競争上の地位文は事
業運営上の地位が不当に損なわれるとまでは認められない。
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また、開示、非開示の判断は、条例に規定する非開示条項に照らし、当該非開示

情報が当該条項に該当するか否かを実施機関が主体的、客観的に行うものであって、

当該公文書の作成主体により判断するものではないことから、実施機関から第三者

に公にされるべきものではない旨の実施機関の主張には理由がない。

したがって、当該非開示情報は、 2号情報に該当しないものと判断する。

以上のことから、結論のとおり判断した。

4 審査会の処理経過の概要

本件諮問事案についての処理経過は、次のとおりである。

年月 日 処 理 経 過

平成24年7月6日 0 諮問書の受理（諮問番号408)
0 実施機関から関係書類 CCI潜問文、②異議申立書の写し、③公文書開示請求書の

写し、④公文書一部開示決宿直知書の写し、⑤異議申立ての概要、＠浬由説明書、

d肘象公文書の写し）の提出

平成24年7月12日 0 新規諮問事案の報告（諮問番号408)
0 本件諮問事案の審議を第三部会に付託 、

平成24年8月6日 0 実施機関から本件処分の理由等を聴取

悌三部会） 0 審議

平成24年9月13日 0 異議申立人から意見書を受理

平成24年9月20日 0 異議申立人による意見陳述の実施

傍三部会） 0 審議

平成24年10月15日 0 審議

悌三部会）

平成24年11月12日 0 答申案骨子審議

悌三部会）

平成24年12月14日 0 答申案審議

傷63回審査会）

平成24年12月21日 0 答申
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別紙 l

異議申立てに係る非開示とした部分及び開示すべき部分

対象公文書 非開示とした部分 開示すべき部分

1 PTA・ 青少年教育 (I) 平成23年度札幌市PT 役員・監事の氏名、所属区P

団体共済法第 3条 A協議会役員・監事名簿 T A連合会名及び所属校名

に‘基づく共済事業 (2）一般社団法人札幌市PT 第37条及び第39条 第37条及び第39条

の認可について A共済会定款
．‘ 

(3）初年度事業計画書（平成 〔社団法人概要〕のうち③職 〔社団法人概要〕のうち③職

2 3年度） 員数 員数

〔資金計画〕のうち①収入及 〔資金計画〕のうち①収入及

ぴ②支出に関する部分 てf.R支出に関する部分

(4）札幌市PT A協議会安全 全て 全て

補償制度加入金額及び支払

金額一覧

(5）算出方法書及び別表 1 全て 全て

2 PTA・青少年教育 （！）算出方法書 全て 全て

団体共済法第 6条

に基づく共済規程

の変更の承認につ

いて
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別紙 2
異議申立ての経過並びに異議申立人の主張及び実施機関の説明の要旨

1 異議申立ての経過等
(I) 平成24年4月18日 公文書開示請求
(2）平成24年5月2日 公文書一部開示決定処分
(3）平成24年6月20日 本件異議申立て
(4）平成24年6月27日 本件異議申立てに対する補正命令

(5）平成24年6月29日 異議申立補正書収受
(6）平成24年7月2日 異議申立受理の決定
(7) 平成24年7月6日 審査会諮問

2 異議申立人の主張要旨
（！）異議申立ての趣旨

次の非開示部分について、「開示するJとの変更決定を求める。
ア平成23年度札幌市PT A協議会役員・監事の氏名、所属区PT A連合会名、所属校名

イ一般社団法人札幌市PT A共済会定款のうち第37条及び第39条
ウ初年度事業計画書（平成23年度）の社団法人概要中職員数、資金計画中、収入及び支出に関する部分

エ札幌市PT A協議会安全補償制度加入金額及び支払金額一覧
オ算出方法書及び別表 1

(2）異議申立ての理由

異議申立てにかかる処分は、次のとおり違法である。
ア ホームページ他で公にされている情報であり、通常他人に知られたくない個人の情報とは認められな

イ 一般社団法人札幌市PT A共済会定款のうち第37条及び第39条は共済事業に係る準備金を定める規定
と思われるが、利用者が共済事業の信頼性、安定性を確認するためには責任準備金は不可欠な情報であ
り、これを公にすることが公益上必要である。

ウ 初年度事業計画書（平成23年度）の社団法人概要中、職員数は、法人の事業規模を示す重要な指標で
ある。資金計画中、収入及び支出に関する部分は、保険料設定が適正であるか、また事業遂行における
営利性の有無を確認するために不可欠な数値である。これらを開示から除くことにより、利用請求の趣
旨が失われる。実際に、財団法人神奈川県立高等学校安全振興会定款では 1億円、一般財団法人大阪府
こども会育成連合会では 5千万円とインターネットで公表している例がある。

エ 一般社団法人札幌市PT A共済会は強占的に札幌市内でPT A共済業務を営んでいる法人であり、競
合する事業者は札幌市内には存在せず、当該法人の競争上または事業運営上の地位が不当に損なわれる、
とは認められない。

オ 一般社団法人札幌市PT A共済会は独占的に札幌市内でPT A共済業務を営んでいる法人であり、競
合する事業者は札幌市内には存在せず、当該法人の競争上または事業運営上の地位が不当に損なわれる、
とは認めらない。全面非開示のため内容が不明であるが、算出方法書は学校において狙占的に営まれる
共済事業の保険料の妥当性を判断することが必要な数値であることから公表されるべき。

(3）審査会（第三部会）における意見陳述

一部非開示決定について実施機聞から補足説明書を 9月8日付けでもらっているがそれについて反論する。

まず、平成23年度札幌市PTA協議会役員・監事の氏名、所属区PTA連合会名、所属校名を開示しないことについて、

札幌市PTA協議会は、傘下14万人余のPTA会員から組織され、社会教育団体として柏幌市から補助金を受ける公的団体

である。本団体の性格を考えれば、役員はその役への就任に当たり、会員だけでなく多数に周知されることは当然想定されて

いるはずであり、その氏名が「第三者に公にされるべきものではないJものとは考えられ立い。
実際に、これらの情報は問団体のホームページ上で既に公開されており、本開示請求で役員名が開示され

ることにより同協議会が受ける不利益はない。
実施機関作成の補足説明書の第2項の中に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第32条第 1項、

ー第2項及び第3項において、社員名簿は社員の請求があって初めて閲覧や謄写ができるとされていることを

考慮すると、 PT A会員である札幌市立小中学校等の児童生徒の保護者等が、札幌市PT A協議会や札幌市
PT  A共済会に請求をした場合に公表されるべき事項であり、道教委の側から第三者に公にされるべきもの
ではないと判断した。」とあるが、札幌市PT A協議会と一般社団法人札幌市PT A共済会は別法人であり、
本項で議論しているのは、札幌市PT A協議会についてであるから、一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律に基づくとの説明は誤りである。
次に「一般社団法人札幌市PT A共済会定款のうち第37条及び39条」、「初年度事業計画書（平成23年度）J 

のうち「職員数、及び資金計画のうち収入及び支出に関する部分」、「札幌市PT A協議会安全補償制度加入
金額及び支払金額一覧J、「算出方法書及び別表 1Jを非開示にしたことについて、教育委員会の「補足説明
書Jの第 2項の中では、「これらの情報を公にすると、法人の人事管理情報や事業運営状況が推測され、同
業他社との競争関係において不利になるなど、法人の権利、事業運営上の地位が不当に損なわれるおそれが
ある。 Jと記しているが、 PT A共済事業を営む団体は札幌市内に他に存在しないので、一般社団法人札幌
市PT A共済会が同業他社との競争関係において、その地位が不当に損なわれるおそれはない。

PT  A ・青少年教育団体共済法では、共済事業を営むことができるものは、 PT Aであって一般社団法人
若しくは一般財団法人であるもの等に限られている。札幌市内の PT Aはすべて札幌市PT A協議会に加入
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しており、離脱予定のPT Aはないことから、同会と競合する PT Aは存在しない。今後新たに同業他社と
なる団体・法人等が設立されることも想定できない。

次に「一般社団法人札幌市PT A共済会の独占的地位と、情報公開の必要性」について、 PT A共済事業
は資本主義社会における健全かつ公正な競争環境が確保されない、極めて特殊な環境で運営されていること
に留意すべきことである。

公正かつ自由な競争が確保される市場において、事業者は自らの創意工夫によって消費者から選ばれる魅
力的な商品を供給しようと競争する。競合社との競争を勝ち抜いた事業者は、売上げを伸ばして成長し、日
本経済の活性化・発展に寄与することになる。

また、消費者は誰もがより良い商品やサービスを求めている。その消費者を顧客として獲得するため、事
業者はより安くて優れた商品を提供することで競争を行う結果、市場には豊富な商品が提供され、消費者は

それらの中から、より自分の欲しいものを選べるようになる。
このように、事業者間の競争によって、消費者すなわち国民の利益が確保されているのである。

一方で競争が存在しない市場では、事業者が市場を独占してコストを大幅に上回る共済掛金を設定するこ
とが可能であり、過剰な独占的利益を上げて消費者利益を損ねる危険性がある。
このことから、 PT A・青少年教育団体共済法は事業者の私的な利益ではなく公共の利益を確保する観点

で、 「共済契約者の保護を図り、その健全かつ適切な運営を確保するためJの共済掛金の基準を設けて、共
済事業の適正な運営を目指しているのである。

本法の考え方から、行政庁が法令に基づき事業者に提出を求めて保有する、それぞれの経営数値や共済掛
金の計算方法等を利害関係者の求めに応じて公開することは、消費者を保護し、公正かつ自由な競争を促進
する観点から公共の利益にかなうものである。

次に「法人が定款等の開示を拒んでいること」について、実施機関の補足説明書では「定款は法人の組織
又は経営活動に関する基本事項を定めたもので、閲覧できる者は社員及び債権者等に限ると規定されており、
一般に公にされていない情報であることを考慮すると、札幌市立小中学校等の児童生徒の保護者等が、札幌
市PT A協議会や札幌市PT A共済会に請求をした場合に公表されるべき事項であり、道教委の側から第三
者に公にされるべきものではないと判断した。」と記されているが、異議申立人自身が「札幌市立小中学校
等の児童生徒の保護者Jであり、その立場で既に札幌市 PT A協議会及び札幌市 PT A共済会に対して
情報公開を請求しているが、両会はその公開を拒んでいる。

去る 9月 12日には異議申立人は札幌市PT A協議会会長兼一般社団法人札幌市PT A共済会理事長であ
る山本清和氏と札幌市内で面会し、直接本人に対して情報公開を要請した。

しかし、山本清和氏は「私の判断で公開しないJと述べ、この要請を拒否した。
そもそも、 「札幌市立小中学校等の児童生徒の保護者JはPT A会員であり、会員としてPT A組織の運

営について会則に則った適切な報告を求め、組織が健全に運営されているか否かに関心を持つのは当然のこ
とである。

しかし実態は、一般社団法人札幌市PT A共済会と札幌市PT A協議会は経営陣はほぼ同ーであり、事務
所も電話番号も同じ、構成職員も同じと、両団体は実質的同体であるにもかかわらず、保護者、 PT A会員
に対しでも、それらが別法人であることを理由に、一般社団法人札幌市PT A共済会の経営実態の情報公開
を拒んでいる。

さらには、 PT A共済は単位PT Aによる「団体加入Jを謡っていて、一般の傷害共済とは性絡を大きく
異にするものであることについて想起する必要がある。

一般社団法人札幌市PT Aが募集活動を行っている札幌市内の小中学校等では、各学校のPT A単位で加
入を決定し、保険料を負担する「札幌市立小中学校等の児童生徒の保護者」の意思にかかわらず、一律に共
済への加入を義務付けている。その加入手続きに当たっては、通常の共済や保険に加入する際では法令で求
められている申込用紙の提出等による加入意思の確認や重要事項の説明は一切行われていない。

共済の保険料は小中学校等を通じて教材費や給食費等とともに銀行口座自動引き落としで徴収されるもの
であることを考えると、札幌市PT A共済会は通常の共済業、保険業とは異なる公的な説明責任を負うべき
であるにもかかわらず、一般社団法人札幌市PT A共済会はその義務を果たしていない。

次に、 「情報公開と国民の知る権利」について、教育委員会の補足説明書の第3項の中では、 「道教委の側
から第三者に公にされるべきものではないと判断した。」と記されているが、札幌市PT A協議会や札幌市
PT A共済会が情報開示を拒んでいる以上、この資料を有する道教委がもし本開示を行わないとしたら、異

議申立人はこれらの情報を知る術を失うことになる。
札幌市立小中学校等の児童生徒の保護者にとって、申込みの意思もないPT A共済に自動的に加入し、

一方的に保険料を負担させられ、かっ、その経営実態は閣の中である、というのは契約自由の原則に反する
ものであり、消費者保護上も極めて由々しき事態と考えられる。

そもそも PT A ・青少年教育団体共済法で、事業者に対して各共済規定や事業報告書の提出を行政庁に義
務付けているのは、行政庁を通じて消費者への最低限の情報公開を担保させるのが目的である。

北海道教育庁はこれら法の趣旨を充分に理解の上、適切な業務執行に努めるよう要望する。

3 実施機関の説明要旨
(I) 異議申立理由に対する反論（理由説明書）
ア 異議申立人は、公文書一部開示決定処分において非開示とした、平成23年度札幌市PT A協議会役員・
監事の氏名、所属区PT A連合会名、所属校名は、ホームページ他で公にされている情報であり、通常他
人に知られたくない個人の情報とは認められず、違法である旨主張する。

しかしながら、’これらの情報は、 r北海道情報公開条例J第10条第 1項第 1号による個人に関する情報
に当たり、また、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年6月2日法律第48号） J第32条
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第 1項、第 2項及び第 3項において、社員名簿は社員の請求があって初めて閲覧や謄写ができるとされて
いることを考慮し、平成23年度札幌市PT A協議会役員・監事の氏名、所属区PT A連合会名、所属校名
については、当然に公にされるべきものではないとの判断から、開示していないものである。

イ 異議申立人は、公文書一部開示決定処分において非開示とした、一般社団法人札幌市PT A共済会定款
のうち第37条及び39条は、共済事業に係る準備金を定める規定と思われるが、利用者が共済事業の信頼性、
安定性を確認するためには責任準備金は不可欠な情報であり、これを公にすることが公益上必要であり、
非開示は違法である旨主張する。

しかしながら、共済事業に係る準備金の額は、 「北海道情報公開条例J第10条第 1項第2号による法人
の内部管理上の事項に属する情報であり、開示することにより事業運営上の地位が不当に損なわれるとの
判断から、開示していないものである。

ウ 異議申立人は、公文書一部開示決定処分において、初年度事業計画書（平成23年度）のうち社団法人概
要中、職員数は、法人の事業規模を示す重要な指標である。資金計画中、収入及び支出に関する部分は、

保険料設定が適正であるか、また事業遂行における営利性の有無を確認するために不可欠な数値である。
これらを開示から除くことにより、利用請求の趣旨が失われる。

実際に、財団法人神奈川県立高等学校安全振興会定款では 1億円、一般財団法人大阪府こども会育成連
合会では5千万円とインターネットで公表している例があり、非開示は違法である旨主張する。

しかしながら、職員数、資金計画のうち収入及び支出に関する部分は、 「北海道情報公開条例」第10条
第 1項第2号による法人の内部管理上の事項に属する情報であり、開示することにより事業運営上の地位
が不当に損なわれるとの判断から、開示していないものである。

エ 異議申立人は、公文書一部開示決定処分において、札幌市PT A協議会安全補償制度加入金額及び支払
金額一覧を非開示としたことにつき、一般社団法人札幌市PT A共済会は独占的に札幌市内でPT A共済
事業を営んでいる法人であり、競合する事業者は札幌市内には存在せず、当該法人の競争上または事業運
営上の地位が不当に損なわれる、とは認められず、非開示は違法である旨主張する。

しかしながら、札幌市PT A協議会安全補償制度加入金額及び支払金額一覧は、「北海道情報公開条例」
第10条第 1項第2号による法人の内部管理上の事項に属する情報であり、開示することにより将来も含め
事業運営上の地位が不当に損なわれるとの判断から、開示していないものである。

オ 異議申立人は、公文書一部開示決定処分において、算出方法書及び別表 1を非開示としたことにつき、
一般社団法人札幌市PT A共済会は独占的に札幌市内でPT A共済事業を営んでいる法人であり、競合す
る事業者は札幌市内には存在せず、当該法人の競争上または事業運営上の地位が不当に損なわれる、とは
認められない。

全面非開示のため内容が不明であるが、算出方法書は学校において独占的に営まれる共済事業の保険料
の妥当性を判断することが必要な数値であることから公表されるべきであり、非開示は違法である旨主張
する。

しかしながら、 「北海道情報公開条例」第10条第 1項第 2号による法人の内部管理上の事項に属する情
報であり、開示することにより将来も含め事業運営上の地位が不当に損なわれるとの判断から、開示して
いないものである。

(2）審査会（第三部会）における口頭説明
ア 非開示理由の全般に関してl

今回、異議申立対象となっている「一般社団法人札幌市PT A共済会が行う共済事業の認可に関する書
類」は、共済事業認可申請書の添付書類として札幌市PT A共済会が所有する、又は作成した書類を道教
委が入手したものであり、道教委の責任において作成したものではないため、開示に当たって法人の判断
が必要となる部分については、以下のとおり、北海道情報公開条例に照らし一部非開示としたところ。

イ 「平成23年度札幌市PT A協議会役員・監事名簿」に記載されている「氏名、所属区PT A連合会名、
所属校名」を非開示としたことについて、これらの情報は、いわゆる PT A団体である札幌市PT A協議
会の、平成23年度の役員の方々などの氏名や所属等を示しており、特定の個人を識別することができるこ
とから、 「北海道情報公開条例」第10条第 1項第 1号による、個人に関する情報に当たると考えられるこ
と、また、 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年6月2日法律第48号） J第32条第 1
項、第2項及び第3項において、社員名簿は社員の請求があって初めて閲覧や謄写ができるとされている
ことを考慮すると、 PT A会員である札幌市立小中学校等の児童生徒の保護者等が、札幌市PT A協議会

や札幌市PT A共済会に請求をした場合に公表されるべき事項であり、道教委の側から第三者に公にされ
るべきものではないと判断したことから、開示していないものである。

また、異議申立人は、役員名簿等がホームページで公にされており、通常他人に知られたくない個人の
情報とは認められない旨主張している。

しかしながら、札幌市PT A協議会が、インターネット上のホームページ等で情報をどの範囲まで公表
するのか、情報をいつの時点で更新するのかなどは、同協議会の独自の判断に基づいて行われているもの
であることから、道教委が保有している情報と必ずしも一致するものではなく、また、北海道の情報公開
制度とは趣旨・目的を異にするものである。

したがって、同協議会がインターネット上のホームページ等で公表しているか否かは考慮されないもの
である。

また、当事例については、他の事案において同様の判断がなされているところであり、異議申立人の主
張は理由がないものと判断する。

ウ 「一般社団法人札幌市PT A共済会定款のうち第37条及び39条」、「初年度事業計画書（平成23年度）J
のうち「職員数、及び資金計画のうち収入及び支出に関する部分J、「札幌市PT A協議会安全補償制度加
入金額及び支払金額一覧J、「算出方法書及び別表 1」を非開示としたことについて、これらの情報はそれ
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ぞれ、共済事業に係る準備金の額、一般社団法人札幌市PT A共済会の職員数及び収入額や支出額などの
資金計画、札幌市PT A協議会安全補償制度における児童や保護者の加入件数と加入金額及び怪我などで

保険金の支払対象となった事例についての児童や保護者への支払件数及び支払金額、札幌市PT A共済会
の共済掛金の計算方法に関する事項を示したものであり、いずれも一般には公開されていない。

理由としては、これらの情報を公にすると、法人の人事管理情報や事業運営状況が推測され、開業他社
との競争関係において不利になるなど、法人の権利、事業運営上の地位が不当に損なわれるおそれがある
ためである。

しかしながら、これらの不利益を被るかどうかについては、共済事業者である法人でなければ判断でき

ない内容であり、道教委においては、判断しうる情報を持ち合わせていないため、一般的に公開していな
いということに照らして判断したものである。

この考えに基づき、 「北海道情報公開条例J第10条第 l項第2号による、法人の内部管理上の事項に属
する情報であると判断し、また、これらの情報が札幌市PT A共済会の事業計画に関する内容であること

や、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年 6月2日法律第48号）第14条において、定款
は法人の組織又は経営活動に関する基本事項を定めたもので、閲覧できる者は社員及び債権者等に限ると
規定されており、一般に公にされていない情報であることを考慮すると、札幌市立小中学校等の児童生徒
の保護者等が、札幌市PT A協議会や札幌市PT A共済会に請求をした場合に公表されるべき事項であり、
道教委の側から第三者に公にされるべきものではないと判断したことから、開示していないものである。
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公文書開示実施通知書

教生第 14 9 3号

平成24年12月27日

金子快之様
M 判’~＂＇.＂＂＇~

北海道教育委員会 固

t ..骨ド ーJ
平成24年12月26日付け教総第1721号の決定書の謄本を送付しましたが、この異議申立て

に対する決定により、平成24年 5月 2日付け教生第191号で、行った公文書の一部開示決定

を変更した部分について、次のとおり開示するので、通知します。

なお、開示すべき公文書の写しを別添のとおり送付します。

1 公文書の名称及び 1 PTA・青少年教育団体共済法第 3条に基づく共済事業

開示する部分 の認可について

・一般社団法人札幌市PT A共済会定款のうち第37条及

び第39条

－初年度事業計画書（平成23年度）のうち、〔社団法人

概要〕の③職員数、〔資金計画〕①収入及び②支出に

関する部分

－札幌市PT A協議会安全補償制度加入金額及び支払金

額一覧

－算出方法書及び別表 1

2 PTA・青少年教育団体共済法第 6条に基づく共済規程

の変更の承認について

－算出方法書

2 担 当 課 等 北海道教育庁生涯学習推進局生涯学習課

社会教育・読書推進グループ

電話 011-231-4111 （内線） 35-522 

3 備 考



) 

第8章計算

（事業年度）

第34条当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

（事業計画及び収支予算）

第35条当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長

が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合

も同様とする。

2、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は

理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることがで

きる。

3、前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

（事業報告及び決算）

第36条当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作

成し、監事の監査を受けた上で、第1号、第3号及ひ、第4号の書類については、理事会の承認を

経て、定時社員総会に報告しなければならない。

①事業報告

②事業報告の附属明細書

③貸借対照表

④損益計算書（正味財産増減計算書）

⑤貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 4

2、前項第包号及び第4号の書類については、一般社団法人及び一般財団法に関する法律施行規

則第48.条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総

会の承認を受けなければならない。

3、第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を

主たる事務所に備え置くものとする。

監査報告

（準備金）

第37条当法人は、金2千万円に達するまで、毎事業年度の剰余金の5分の1以上を準備金とし

て積み立でなければならない。

2、前項の規定による準備金は、共済事業における損失のてん補に充てる場合を除いて、これを

取り崩すことができない。

第9章附則

（最初の事業年度）

第38条当治人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年3月31日までとする。

（設立時の準備金の額）

第39条当法人の設立時の準備金の額は、金2千万円とする。

（設立時の役員等）

第40条当法人の設立時の役員は、次のとおりである。



ぐ

平成23年 12月20日

初年度事業計画書（平成23年度）

一般社団法人札幌市PT A共済会

1 事業の実施方針

設立初年度にあたり、一般社団法人としての組織基盤を確立するため、活動内容について積

極的な広報活動を行い、共済加入者に理解をもとめる。

2 事業の実施に関すること

〔事業内容〕 ①P TA・青少年教育団体共済法に基づく共済事業

②安全普及啓発活動及び健康増進事業

〔社団法人概要〕 ①法 人名

②役員

③職員

一般社団法人札幌市PT A共済会

理事長 1名’専務理事1名理事3名監事1名

1 2名（出向職員 10名含）
～ 

④事務所所在地 札幌市西区宮の沢 1条 1丁目 1-10

⑤事業年度 平成23年度設立、事業開始日：平成24年4月1日

〔共済対象者〕 札幌市立幼稚園、小学校、中学校の園児・児童・生徒とその保護者、教職員

〔資金計画λ ①収 入 設立準備金 30,000,000円（札幌市PTA協議会基

会計より繰入）雑収入 1,000円

②支 出 会議費 50,000円旅費交通費 50,000円

設立代行手数料 1,500,000円 雑費 1,501,000円

法人基本資金（定期預金） 20,000,000円

次年度へ繰越予定額6,900,000円



算出方法書

I札幌市PTA共済会共済掛金の計算の方法に関する事項

1 純掛金の計算方法

( 1 ）実績危険率

平成 18年度から平成22年度の通算5年間の実績をもとに、実績危険率を次のとおり

算出した。

【学童】

①死亡・後遺障害共済金

②入院共済金

③通院共済金

【保護者】

①死亡・後遺障害共済金

②入院共済金

③通院共済金

（注）別表 1参照

(2）純掛金の算出

【学童】

①死亡・後遺傷害

死亡・後遺障害実績危険率（対千）

入院実績危険率（対千）

通院実績危険率（対千）

死亡・後遺障害実績危険率（対千）

入院実績危険率（対千）

通院実績危険率（対千）

0.0170270円

0. 1456878円

2.6135329円

0. 0011935円

0.0093298円

0.0806783円

死亡・後遺傷害実績危険率（対千） 0.0170270円を基礎とし、共済金額1,000千円に

対し、 17円を算出。

②入院

入院実績危険率（対千） 0. 1456878円を基礎とし、共済金額180千円に対し、 26円

を算出。

③通院

通院実績危険率（対千） 2.6135329円を基礎とし、共済金額45千円に対し、 11 8円

を算出。

④純掛金

①～③の合計額を基礎とし、これに安全率19%を乗じて得た額を純掛金とする。

（①＋②＋③）× 1. 19= 1 9 2円

( 1円未満四捨五入。）



【保護者】

①死亡・後遺傷害

死亡・後遺傷害実績危険率（対千） 0. 0011935円を基礎とし、共済金額5,000千円に

対し、 6円を算出。

②入院

入院実績危険率（対千） 0. 0093298円を基礎とし、共済金額720千円に対し、 7円を

算出。

③通院

通院実績危険率（対千） 0. 0806783円を基礎とし、共済金額225千円に対し、 18円

を算出。

④純掛金

①～③の合計額を基礎とし、これに安全率17%を乗じて得た額を純掛金とする。

（①十②＋③）×1.17=36円

(1円未満四捨五入。）

2 付加共済掛金の計算方法

( 1）被共済者の予定人（世帯）数（A）の算出

平成 18年度から平成22年度の通算5年間の実績をもとに、被共済者の予定人（世

帯）数を次のとおり算出した。

【学童】 = 134,00 0人（総加入の 53%) ・・・ A

【保護者】 = 120,00 O世帯（総加入の47%) ・・・ A’

(2）安全教育推進活動に係る付加共済掛金（ i ）の算出

会計予算書に記載された安全教育推進活動に係る支出を合算した金額

1,700,000円・..B 

｛学童】

i=B×5 3 % （加入割合） ÷A=7円

［保護者】

i’＝B×4 7% （加入割合） ÷A’＝ 7円

( 3）管理運営に係る付加共済掛金（五及び温）の算出

( 1円未満四捨五入。）

①会計予算書に記載された管理運営（人件費を除く）に係る事業費出の金額（C) 

を算出する。

共済会計における支出の部の小計 6, 141, 00 0円・・・ C



算出方法書

I札幌市PT A共済会共済掛金の計算の方法に関する事項

1純掛金の計算方法

( 1 ）実績危険率

平成 18年度から平成22年度の通算5年間の実績をもとに、一実績危険率を次のとおり

算出した。

［学童］

①死亡・後遺障害共済金

②入院共済金

③通院共済金

［保護者］

①死亡・後遺障害共済金

②入院共済金

③通院共済金

（注）別表1参照

( 2）純掛金の算出

［学童］

①死亡・後遺傷害

死亡・後遺障害実績危険率（対千） 0.0170270円

入院実績危険率（対千）’ 0. 1456878円

通院実績危険率（対千） 2.6135329円

死亡・後遺障害実績危険率（対千） 0.0011935円

入院実績危険率（対千） 0.0093298円

通院実績危険率（対千） 0.0806783円

死亡・後遺傷害実績危険率（対千） 0.0170270円を基礎とし、共済金額l,000千円に

対し、 17円を算出。

②入院 （手術給付金含む）

入院実績危険率（対千） 0. 1456878円を基礎とし、共済金額200千円に対し、 29円

を算出。

③通院

通院実績危険率（対千） 2.6135329円を基礎とし、共済金額45千円に対し、 11 8円

を算出。

④純掛金

①③の合計額を基礎とし、とれに安全率19%を乗じて得た額を純掛金とする。

（①＋②＋③）×L 17= 1 9 2円

( 1円未満四捨五入。）



［保護者］

①死亡・後遺傷害

死亡・後遺傷害実績危険率（対千） 0. 0011935円を基礎とし、共済金額5,000千円に

対し、 6円を算出。

②入院 （手術給付金含む）

入院実績危険率（対千） 0.0093298円を基礎とし、共済金額770千円に対し、 7円を

算出。

③通院

通院実績危険率（対千） 0. 0806783円を基礎とし、共済金額225千円に対し、 18円

を算出。

④純掛金

①～③の合計額を基礎とし、これに安全率17%を乗じて得た額を純掛金とする。

（①＋②＋③）×1.17=36円

( 1円未満四捨五入。）

2 付加共済掛金の計算方法

( 1）被共済者の予定人（世帯）数（A）の算出

平成 18年度から平成22年度の通算5年間の実績をもとに、被共済者の予定人（世

帯）数を次のとおり算出した。

【学童］ = 134,00 0人（総加入の 53%) ・・・ A

【保護者｝ = 120,00 O世帯（総加入の47%) ・..A’ 

(2）安全教育推進活動に係る付加共済掛金（ i ）の算出

会計予算書に記載された安全教育推進活動に係る支出を合算した金額

1,700,00 0円・・・ B

［学童］

i=B×5 3% （加入割合） ÷A=7円

｛保護者］

i’＝ B×4 7% （加入割合） ÷ A’＝ 7円

( 3）管理運営に係る付加共済掛金（ii及び出）の算出

( 1円未満四捨五入。）

①会計予算書に記載された管理運営（人件費を除く）に係る事業費出の金額（C) 

を算出する。

共済会計における支出の部の小計 6, 141, 00 0円・・・ C



内訳

会議費に係る事業費支出

業務推進費に係る事業費支出 1, 

旅費交通費に係る事業費支出 2, 

通信運搬費に係る事業費支出

備品消耗品費に係る事業費支出

賃借費に係る事業費支出

福利厚生費に係る事業費支出

雑費に係る事業費支出

［学童］

500,00 0円

700 ， ~00 円

950,000円

200,000円

100,00 0円

550,000円

50,000円

91,000円

立＝ C ×53% （加入割合） ÷A=24円

［保護者］

証’＝ C×47% （加入割合） ÷A’＝ 24円

②会計予算書に記載された人件費の金額（D）を算出する。

共済会計における支出の部の小計24,600, 00 0円・・・ D

内訳

職員費に係る事業費支出

法定福利費に係る事業費支出

｛学童］

21,100,00 0円

3,500,00 0円

出＝D×95 % （事故件数割合） ÷A=l74円

［保護者］

出’＝ D×5%（事故件数割合） ÷A’＝ 10円

( 1円未満四捨五入。）

( 1円未満四捨五入。）

注）人件費に係る付加給付金については、平成 18年度から平成22年度の事故受付・

支払事務の実態にあわせ、事故件数の割合により算出。

(4）その他、事業に付随する経費に係る付加給付掛金（iv）の算出

共済会計における準備金の小計 16,000, 00 0円・・・ E

内訳

予備費に係る事業費支出

基金積立金に係る事業費支出

［学童］

6,000,000円

10,000,00 0円

iv = E×5 3% （加入割合） ÷A=63円

【保護者］



iv’＝ E×4 7% （加入割合） ÷A’＝ 63円

( 5）付加共済掛金の算出

( 2 ) ( 3 ）及び（4）より付加共済掛金合計を算出する。

【学童］ i ＋五 ＋温 +iv= 268円

【保護者】 i’＋五’＋出’＋ iv’＝ 1 0 4円

3 共済掛金の算出

1及び2より共済掛金（純掛金＋付加共済掛金）の年額を算出する。

【学童］ 1 9 2円 + 268円 = 460円

｛保護者］ 3 6円 + 104円 = 140円

E 準備金及び責任準備金の計算方法に関する事項

1 責任準備金（具常危険準備金）

( 1円未満四捨五入。）

異常危険準備金（R）は、収入危険共済掛金の 2倍に達するまで、毎年度、収入危険

共済掛金の 10 0 0分の 50以上を積み立てる。

－毎年度積立額 R=P×50÷1 0 0 0 

P= (192円× 134, 000人＋ 36円× 120, 000世帯）

・積立下限 P×2=60, 096, 00 0円

2 準備金

準備金は、毎事業年度の余剰金（責任準備金・支払備金を積み立てた上で生じた余剰

金）の 5分の 1以上を毎年度積み立てる。

積立限度額は 300,000,000円



内訳

会議費に係る事業費支出

業務推進費に係る事業費支出 1' 

旅費交通費に係る事業費支出 2, 

通信運搬費に係る事業費支出

備品消耗品費に係る事業費支出

賃借費に係る事業費支出

福利厚生費に係る事業費支出

雑費に係る事業費支出

【学童】

500,00 0円

700,00 0円

950,00 0円

200,000円

100,000円

550,000円

5 0, 0 0 0円

91,000円

五＝ C ×53% （加入割合） ÷A=24円

【保護者】

証’＝ C×47% （加入割合） ÷A’＝ 24円

②会計予算書に記載された人件費の金額（D）を算出する。

共済会計における支出の部の小計24,600, 00 0円・・・ D

内訳

職員費に係る事業費支出 21,100,00 0円

法定福利費に係る事業費支出 3,500,00 0円

【学童】

出＝D×95% （事故件数割合） ÷A=174円

【保護者】

出’＝D×5% （事故件数割合） ÷A’＝ 10円

( 1円未満四捨五入。）

( 1円未満四捨五入。）

注）人件費に係る付加給付金については、平成 18年度から平成22年度の事故受付・

支払事務の実態にあわせ、事故件数の割合により算出。

( 4）その他、事業に付随する経費に係る付加給付掛金（iv）の算出

共済会計における準備金の小計 16,000, 00 0円・・・ E

内訳

予備費に係る事業費支出

基金積立金に係る事業費支出

【学童］

6,000,000円

10,000,00 0円

iv = E×5 3% （加入割合） ÷A=63円

【保護者］



¥ 

iv’ニ E×47% （加入割合） ÷A’＝ 63円

( 5）付加共済掛金の算出

(2) (3）及び（4）より付加共済掛金合計を算出する。

【学童Ji ＋註 ＋出 +iv= 268円

【保護者】 i’＋五’＋出’十 iv’＝ 1 0 4円

3共済掛金の算出

1及び2より共済掛金（純掛金十付加共済掛金）の年額を算出する。

【学童J1 9 2円 + 268円

［保護者J3 6円 + 1 0 4円

460円

1 4 0円

E 準備金及び責任準備金の計算方法に関する事項

1 責任準備金（異常危険準備金）

(1円未満四捨五入。）

異常危険準備金.（R）は、収入危険共済掛金の 2倍に達するまで、毎年度、収入危険

共済掛金の 10 0 0分の 50以上を積み立てる。

－毎年度積立額 R=P×5 0÷1 0 0 0 

p = ( 1 9 2円× 134, 00 0人＋ 36円× 120, 00 0世帯）

－積立下限 P×2=60, 096, 00 0円

2 準備金

準備金は、毎事業年度の余剰金（責任準備金・支払備金を積み立てた上で生じた余剰

金）の5分の 1以上を毎年度積み立てる。

積立限度額は 300,000,000円



札幌市PTA協議会安全補償制度加入金額及び支払い金額一覧
会費 平成18年 学童 400円 保護者 200円

ヨ白ユ
保護者

”，ー

年度
力日 入 金 額 保険金（見舞金）支払い金額

A寸..... ー」 童 保J 護 者 加入金合計 す声＆ーaー 童 保 護 者 支払金合計

｛牛 円 件 円 件 円 件 円

入院 197 
18,036,000 

入院 14 
3,810,000 

通院 1,997 通院 37 

18 141.149 56.459.430 105,855 21,171,090 77,630,520 後遺障害 3 1,135,000 後遺障害 。 。24,981,000 

死亡 2 
1隅糊2準，O備00時，0酬00請｜機死都制亡繍

。 。
務蛮霞藤殺到；~9~ ｜耕栽5蹄磁鞭鰯訴訟to:o,00}

入院 175 3,235,150 入院 8 1,323,000 

通院 2 538 17,384,000 通院 57 3,050,000 

19 139,828 67,117.440 120,950 17,537,750 84,655,190 後遺障害 3 920,000’ 後遺障害 200,000 27,112,150 

鞠死亡蹄
1,000,000 死亡 0 。

話~~拒4概 I，糊搬~！·5$.9湖；S餅擁護言説鞠j爾鞍6.&l宮融議期通j凱.SjdOO'.~
入院 202 3,330,000 入院 8 692,000 

通院 2,659 16,356,000 通院 56 2 335 000 

20 139,051 66,264,480 119,932 17,390,140 83,654,620 後遺障害 4 720,000 後遺障害 3,300,000 28,733,000 

死亡 2 。
関額融

蹴 2,0州00,00側o隅｜死鮒亡糊｜轍鮒0 
l騨欄6指Mt.ooo~~，.~陣

' ＇泊←

入院 162 3,816,000 入院 5 564,000 

通院 2,549 16,693,500 通院 41 1,030,000 

21 138,058 66,267,840 120,077 17,411, 165 83,679,005 後遺障害 890,000 後遺障害 。 。23,993,500 

死亡 1,000,000 
覇死寄亡稿

。 。
， 閣誕肝要ll'禁2'ffl~f3~｜磯崎2~:S9~9;5凶器！ 議議謀総長｜蛾~~器IH5尚；.oo悩

入院 159 4,569,000 入院 4 332,000 

通院 2,688 16,385,500 通院 69 1,450,000 

22 136β11 65,669,280 119,674 17 352 730 83,022,010 後遺障害 150 000 後遺障害 。 。24,886,500 

雛死鋸亡掛麟｜諸積2磁欝額瀦2潮m繊0,0騎00幌｜醸韓E親亡繍鶴離器0 欝鱗髄税悩；凶0E長



別表 1

学童 l保障料 l加入者数 l 総額保険料 1人の軒 恒輔（最高） 年度最高額 支払額 支払．年度最高額 純 保 障 料

18年国 400円 I141,149人 I56,459,600円 死亡・後遺 1,000,000円 141, 149,000,000 円 3, 135,000;f司 0.0000222106 22 円 注） 18年度の入院通院金額は下記にて算出

／ ／ 入院 180,000円 25,406,820,000 円 3,246,480円 0.0001277799 23 円

通院 45,000円 6守351,705,000 円 14,789,520円 0.0023284331 105 円
入通院総支払 入院 通院

学童 19年度 20,619,150 円 16 % 84 % 
合計 1,225,000円 172,907,525,000 門 21, 171,000円 0.0001224412 150 円 20年度 19,686,000 円 17 % 83 % 

19年周 480円 I139,828人 I67,117.440円 死亡・後遺 1,000,000円 139,828,000,000 円 1,920,000円 0.0000137312 14円 21年度 20,509,500 円 19 % 81 % 

〆 ／ 
入院 180,000円 25, 169,040,000 円 3,235,150〆円 0.0001285369 23 円
唱隠ヨb寺. 45,000円 6,292,260,000 円 17,384,000円 。町0027627593 124 円

22年度 20,954,500 円 22 % 78 % 
平均 18 % 82 % 

宮島T 1,225,000円 171,289,300,000 円 22目539,150門 0.0001315853 161 円

20年周 480円 I138,051人 I66.264.480円 死亡・後遺 1,000,000円 138,051,000,000 門 2,720,00CV円 0.0000197029 20円

／ ／ 入院 180,000円 24,849, 180,000 円 3,330,000円 0.0001340084 24 円
通院 45,000円 6,212,295,000 円 16,356,00Q.円 0.0026328434 118 円
合計 1,225,000円 169, 112.4 75,000 円 22.406,000円 0.0001324917 162円

21年鹿 480円 I138,058人 I66,267,840円 死亡・後遺 1,000,000円 138,058,000,000 円 1,890,000円 0.0000136899 14円

〆 〆 入院 180,000円 24.850,440,000 円 3,816,000，円 0.0001535586 28 円
通院 45,000円 6,212,610,000円 16,693,500円 0.0026870349 121 円
合計 1,225,000円 169,121目050,000 円 22,399,500円 0.0001324466 162 円

22年周 4801 Fl I 136,811人 I65,669,280円 死亡・後遺 1,000,000円 136,811,000,000 円 2,150,0日仏円 0.0000157151 16 円

／ 
／ 入院 180,000円 24,625,980,000 円 4,569,000.円 0.0001855358 33 円

通院 45,000円 6, 156,495,000 円 16,385,500，円 0.0026614981 120円

合計 1,225,000円 167,593,475,000円 23,104,500円 0.0001378604 169円
省 lit I 321目778,640円 死亡・後遺 5,000,000円 693,897,000目000 円 11,815.000円 0.0000170270 17 円

入院 900,000円 124,901,460,000 円 18,196,630円 0.0001456879 26 円
通院 225,000円 31,225,365,000 円 81,608,520円 0.0026135329 118 円
合計 6, 125,000円 850,023,825,000 円 111,620,150円 0.0001313141 岳至急時161'i円 A 

保護者｜保険料｜加入者数 l 総額保険料 1人の有 情相（最高） 年度最晶韻 支払額 支払年度量高額 純保際料
18年周 200円 I105,855世帯121,171,000問 死亡・後遺 5,000,000円 529,275,000,000円 .0円 0.0000000000 0 円 注） 18年度の入院通院金額は下記にて算出

／ 
／ 入院 720,000円 76,215,600,000〆円 1,028,700円 0.0000134972 10 円 入通院総支払 入院 通院

通院 225,000円 23,817,375,000 円 2.781,300円 0.0001167761 26 円 保護者 19年度 4,373,000円 30. % 70 % 
合計 5,945,000円 629,307,975,000 円 3,810,000円 0.0000060543 36 円 20年度 3,027,000 円 23 % 77 % 

19年嵐 145円 I120,950世帯｜ 17,537,750円 死亡・後遺 5,000,000円 604,750,000,000 円 200,00Q円 0.0000003307 2 円 21年度 1,594,000 円 35 % 65 % 

， 入院 ~： 120.0001 円 子二二87,084,000,000！円 1,323,000円 0.0000151922 11 円
〆

通院 225,000円 27,213,750,000 円 3,050,000円 0.0001120757 25 円
22年度 1,782,000 円 19 % 81 % 

平均 ・・27 % 73 % 

合計 5,945,000円 719,047,750,000 円 4,573,000円 0.0000063598 38 円
20年周 145円 I119,932世帯｜ 17,390,140円 死亡・後遺 5,000,000円 599,660,000,000 円 3,300,000ノ門 0.0000055031 28 円

〆 〆 入院 ～720.000＼円 ←＇86,351.040,000 l円 692,000円 0.0000080138 6 円
通院 225目000円 26,984.700,000 円 2,335,000円 0.0000865305 19 円
合計 5,945,000円 712目995,740,000 円 6,327,000円 0.0000088738 53 円

21年周 145円 I120,011債務｜ 17,411,165円 死亡・後遺 5,000,000円 600,385,000,000 円 。円 0.0000000000 0 円

ノ
ノ 入院 一・120,000円 .;.86,455,440,000.：円 564,00日円 0.0000065236 5 円

通院 225,000円 27,017,325,000 円 1.030,000円 0.0000381237 9 円
合計 5,945,000円 713,857' 765,000 円 1,594,000円 0.0000022329 13 円

22年嵐 145円 I119,674笹帯｜ 17目352目730円 死亡・後遺 5,000,000円 598,370,000,000 円 。円 0.0000000000 0 円
．， ，， 

／ 入院 向 720,000，円 86, 165,280,000 円 332,000円 0.0000038531 3 円
通院 225,000円 26,926,650,000 円 1,450,000円 0.0000538500 12 円
合計 5,945,000円 711,461,930,000 円 1,782,000円 0.000002504 7 15 円

合計 I 90,862,785円 死亡・後遺 25,000,000円 2,932,440,000,000 円 3,500,000円 0.0000011935 6 円
入院 3,600,000／円 . 422,271,360,00Qメ円 3,939,700円 0.0000093298〆 7 円
通院 1,125,000円 131,959,800,000 円 10,646,300円 0.0000806784 18 円
合計 29,725』000円 3,486,671, 160,000 円 18,086,000円 0.0000051872 品、也、令・31ヰ円 A 


